
大丸神戸店の目の前にあ

るコンテナハウスです。

五差路の1週間の歩行者

は16万人を超えます。

個人・店舗・企業問わず

どなたでも利用可能です。

用途

◼ 飲食

◼ 物販

◼ PR、展示、イベント …など色々可能。ご相談ください

利用者

◼ どなたでも利用可能

※ 例外として、風俗関連・消費者金融等の貸金業・ギャンブル

(パチンコ・麻雀等)・マルチ商法・出会い系・政治宣伝(選挙

運動期間は除く)・宗教及び宗教関連・その他まち協でふさわ

しくないと判断したものは除く

※ 地域のまちづくりに寄与するというほこみち制度の趣旨をご理

解の上利用ください

利用料

◼ 10万円／週（ほこみち協力金として)

上記に加え、事務手数料として 5,000円／回

※ HITODE交差点内のほこみちエリアの利用料も含みます

※ 週の区切りは木曜日始まり〜火曜日終わりです

※ 2週間、3週間など週を跨いでの利用も可能です。その場合間

の水曜日も利用できます

※ 1日や2日のみの利用でも1週間単位の利用申請になります

※ 利用目的に応じ、減免できる場合があります

設備品

貸出品

以下設備は常設しております。その他はございませんので必要に応

じてお持込みください

利用可能な

場所

◼ multi-BASE内部とHITODE交差点内のほこみちエリア内

(p.1-2配置図参照)

1-1

1 まち活拠点 multi-BASE

・冷蔵庫 1台 ・水栓 1口
・電子レンジ 1台

・コンセント
内：4か所
外：1か所・エアコン 1台

・レンジフード 1台 ・A看板(A1サイズ) 2台

・【貸出可能】カフェセット (テーブル,イス×2,パラソル) 数に限りあり

内部の様子(設備品)

貸出し可能なカフェセット

こちらは簡潔版です。詳細は「ほこ
みち利用規約」をご確認ください。



1-2

出店に必要な申請・保険加入等は各自で行なって

いただくようお願いいたします（右表参照）

まち協HPから利用申請書をDLしメールで提出

まち協にて利用承認後、請求書をお送りします

まち協HPから利用承諾書をDLしメールで提出、ほ

こみち協力金を振込み

ほこみちエリア利用許可証をお送りします

利用申請書を提出

利用承認

利用承諾書提出・支払い

利用許可証発行

各種許可申請・保険加入

利
用
申
請

道路使用許可証のコピー及び賠償責任保険証書の

コピーをまち協にメールで提出

許可証等のコピーを提出

事前にまち協から鍵を借りてください

利用中の対応は利用者にて行ってください

利用開始

不明点等があれば必要に応じて連絡

multi-BASE 配置図

利
用
中

利用終了

全ての出店

(1) 道路使用許可申請 生田警察署
利用の2週間前※目安までに申請を
行ってください

(2) 各種保険加入(損害賠償保険等)

加入中の保険がmulti-BASEの利用の場

合にも適用可能かご確認ください

適用外の場合は新たに短期の保険にご

加入ください

※ 手配が難しい場合ご紹介も可能です。
お問い合わせください

飲食関係の
出店

※飲食店営業には制限があります。

事前に内容をご相談ください

目安利用６週間前

目安利用３〜４週間前

目安利用３日前まで

利用の流れ

利用事例 利用事例

各角にフック
があり垂れ幕、
ポスター等を
吊るせます

必要な申請関係

まち協
カフェセット
管理場所

⇐地面に埋め込まれた
ほこみち明示プレー
トが目印です

ほこみちエリア

ほこみちエリア

ほこみち明示
プレート
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